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当
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、
手
袋
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火
ば
さ
み
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ご
持
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の
う
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で
き
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服
装
で
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
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市
で
は
、散
在
性
ご
み
の
な
い
美
し
い
町
づ
く
り
を
め
ざ
す
取
り
組
み
の
一
つ

と
し
て
、ご
み
ゼ
ロ
の
日（
5
月
30
日
）の
前
後
に「
ご
み
ゼ
ロ
大
作
戦
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。市
民
み
ん
な
で
ご
み
を
拾
い
な
が
ら
、ご
み
の
ポ
イ
捨
て
に
つ
い
て

考
え
る
機
会
で
す
。地
域
単
位
で
行
い
ま
す
の
で
、お
近
く
の
活
動
に
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

ごみゼロ大作戦
☀集合場所☀
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に

近
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線

水口スポーツの森

甲賀市役所水口郵便局

水口大橋

内貴橋

野洲川

あいこうか市民ホール
みなくちじょうなん

生活環境課　☎ 65ー0690

1

土山支所

青土ダム

土山支所　☎ 66ー1102

JRあぶらひ

1

JRこうか

甲賀支所

油日

櫟野

神

大原ダム

甲賀支所　☎ 88ー4102 甲南支所　☎ 86ー8010

JRこうなん 甲南中央
運動公園

甲南病院

信楽支所　☎ 82ー8060

307

雲井駅

紫香楽宮跡駅

紫香楽宮跡

黄瀬公民館

　平成20年１月１日以前から所
在する住宅において、平成20年
４月１日から平成22年３月31日
までの間に省エネ改修工事を行
った場合、次の要件を満たすこ
とにより、当該家屋の固定資産
税が翌年度１年間減額される制
度ができました。
　この制度の適用を受けようと
する場合は、改修後３か月以内
に必要書類を揃え申請してくだ
さい。

◎対象家屋
平成20年１月１日以前から市内に所
在する住宅

◎対象工事
工事費が30万円以上の次の改修工事
①窓の改修工事②床の断熱
改修工事③天井の断熱改修工事　④
壁の断熱改修工事
※①の工事は必ず行うこと

※①から④までの改修工事により、そ
れぞれの部位が現行の省エネ基準に新
たに適合することになること

◎減額対象床面積
１戸当たり120㎡分までを限度とする

◎減 額 率　１／３

◎減額期間　翌年１年間

◎申 請 者
当該家屋の所有者または納税義務者

◎申請時期
省エネ改修工事が完了した後、３か月
以内

※申請書は税務課及び各支所に備え付
けてあります。詳しくは、市ホーム
ページをご覧いただくか、左記まで
お問い合わせください。

固定資産税を減額

問い合わせ　税務課　資産税係
☎65─0680　℻63─4574

省 エ ネ 改 修 を さ れ る 方 へ

　６月１日は「人権擁護委員の日」です。
この日は人権擁護委員法が施行された日で
す。一人ひとりが等しく持っている人間と
しての権利『人権』。しかし、世の中には大
切な『人権』を踏みにじる行為や偏見・差
別があらゆる所に存在しています。
　甲賀市には、法務大臣から委嘱された15
名の人権擁護委員がおられます。地域の皆
さんの一番近くにいて、身近に起こるさま
ざまな人権問題に対応していただきます。

水　口
　　西川  良平、西村  泰雄、池田  仁美、　

　　　　　森村 シズ子

土　山　　市井  幸夫、竜王  勝子、前田 喜志江

甲　賀　　平尾  敏一、中本 たみ子

甲　南　　三好  隆益、田中  義人、伊室  信子

信　楽　　中島  清美、豊田 いづみ、黄瀬  忠幸

6月1日を中心に、全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所が開設されます。
相談日時や場所は、19ページの相談コーナー「人権・よろず相談」をご覧ください。
また、6月1日から7日の間は相談強化週間として、電話相談も実施されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎0570-089-783（大津地方法務局人権擁護課）

　　　　　　滋賀県人権擁護委員連合会事務局　　☎077-522-4673
問い合わせ　大 津 地 方 法 務 局 甲 賀 支 局　　☎62-0259
　　　　　　甲賀市人権推進課　人権政策担当　　☎65-0694　℻63-4582

市内の人権擁護委員（敬称略）
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